
厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直

しに関する専門委員会設置要綱（案） 

（ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員長決定）  

 

 

１．目的 

 ヒト幹細胞を用いる臨床研究の適正な実施を目的として、平成 18 年 7 月に「ヒ

ト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」を策定した。指針の公布後、これまでに

関連法令の改定が行われるとともに、新たな幹細胞技術の出現や、既存の幹細胞の

前臨床研究の進展が見られることから、厚生科学審議会科学技術部会に「ヒト幹細

胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会」を設置する。 

 

２．検討項目 

（１）改正等が行われた関係法令との整合性 

（２）ヒト胚性幹細胞等の臨床研究における取り扱い 

（３）その他 

 

３．組織等 

（１）専門委員会の委員は別紙のとおりとする。なお、専門の事項について検討を

行うため、必要があるときは委員会の下にワーキンググループを置くことができ

る。 

（２）委員長は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則（平成一三年二月七日科学

技術部会長決定）第３条に従い、委員会委員の中から部会長が指名する。 

（３）委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名

したものがその職務を行う。 

 

４．委員会の運営等 

（１）専門委員会は委員長が招集する。なお、審議の必要に応じ、適当と認める有

識者等を参考人として招致することができる。 

（２）専門委員会の会議及び議事録は原則として公開とする。ただし、公開するこ

とにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、または知的財産権

が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とすること

ができる。 

（３）委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。 
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５．専門委員会の庶務 

専門委員会の庶務は、医政局研究開発振興課において総括し、及び処理する。 

 

６．その他 

この設置要綱に定めるもののほか、専門委員会及びワーキンググループの運営等

に関し必要な事項は、委員長が定める。 
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